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研究成果の概要（和文）： 

本研究は、「グローバル空間」において、「グローバル行政法」が登場するという新しい法現
象に注目することにより、し日本の行政法の再構築の視座を得ようとするものであった。 

アメリカにおいて、Administrative Law Lite として「グローバル行政法」をみるアプロー
チについて調査し、ヨーロッパにおいて、「グローバル行政空間」における「法の支配」のあり
方を分析する Max-Plank Institute Heidelberg アプローチについて調査し、中国において、権
威主義レジームの自己改革としての行政法改革を調査し、旧ソ連圏において、Policy making 

accountability を実現する行政法改革の可能性と限界を調査した。 

これらの調査の結果、行政の自己統制を中心とする新しい行政法の展開が、「グローバル空間」
においてみられることが明らかとなった。 

 

研究成果の概要（英文）： 
 By focusing on the emergency of a new legal phenomenon known as the “Global 
Administrative Law” in the “Global Space”, this research has been an effort to gain 
some visions into the reconstruction of the administrative law of Japan. 
The research team has conducted researches into the Administrative Law Lite 
approach to the “Global Administrative Law” in the US, and the Max-Plank Institute 
Heidelberg approach to the “Rule of Law” analyses in the “Space for Global 
Administration”. In addition, it has also looked into the administrative law reform in 
China as a self-initiated reform agenda of an authoritarian regime, as well as the 
possibility and limits of administrative law reforms by the former Republics of the 
Soviet Union in strengthening policy-making accountability. 
As a result of the research, it is now clear that we can find in the current “Global 
Space”  a new trend in administrative law that seeks to focus more on the 
self-restraining aspects of public administration. 
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１．研究開始当初の背景 

 研究代表(分担)者が従事した JICA ウズベ
キスタン行政手続法支援は、行政法整備支援
の「空間」において、参入する諸ドナーの協
働により行政手続法の standardを形成した。

そして、レシピエントのウズベキスタンも、
この standard を受け入れて行政手続法案を
作成した。そこには、ネットワークを構成す
る諸ドナーとレシピエントがコミュニケー
ションする「行政法のグローバル化現象」が
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出現した。この事例にとどまらず、今日、行
政法の超国家的な国境を超えた standard の
生 成 と 国 内 行 政 法 に お け る 受 容 と
governance の生成という現象が、いたると
ころで展開している。こうした新現象に対し
て、アメリカでは、ニューヨーク大学が
Global Administrative Law プロジェクトを
行い、ヨーロッパでは、Council of Europe

がヨーロッパ行政法の standard settingに取
り組み、マックスプランク外国公法・国際法
研究所（ハイデルベルグ）が、国際的な諸制
度による公権力の行使に関するプロジェク
トに取り組んでいる。これは、かつて、オッ
トー・マイヤー等の行政法創始者たちが取り
組んだ行政法創造の「学問的営為」と同等の
ものである（Sabino Cassese）。本研究は、
このように世界的に展開するグローバル行
政法の創造という新しい領域に関する仕事
に加わることで、日本の行政法の変化・進化
を促す理論の構築の必要性が意識されるよ
うになった。 

 

２．研究の目的 

 日本の行政法は、かつて、「行政の組織及
び作用並びにその統制に関する国内公法を
いう」（田中二郎・行政法上巻）と定義され
た。行政法学は、今日、「公法であること」
の見直しを行ったが、「国内法である」こと
には関心も疑問も向けてこなかった。しかし、
今日、「グローバルな事実上の権力空間」に
おいて、新たに「グローバル行政法」が登場
しつつあることから、「国内法である」こと
を見直し行政法の再構築が課題となりつつ
ある。これは、グローバル化によって国内外
を分けた境界が消えて膨張した「事実上の権
力空間」において「新しい行政法」をつくる
試みにもなることが明らかになりつつある。
こうした新しい状況を踏まえて、国内行政法
と国際法との曖昧化、多様な組織（国内・国
際・超国家的な行政組織や非政府組織）の相
互作用化、非拘束的な制御の形式の活用等
「グローバル行政法」の特徴を明らかにする
ための前提となる調査を行う。 

 

３．研究の方法 

本研究は、アメリカ、ヨーロッパおよび日
本等が参入する行政法整備支援の｢空間｣の
「実例」を調査し、「グローバル空間」を制
御する「グローバル行政法」の組織法制度、
作用法制度および執行法制度を分析するこ
とを通して、既存の行政法に欠けていた新し
い視座を得る手がかりを探す。そこで、①ア
メリカ（NYU/GALプロジェクト、Yale China 

Law Center、UASID）、②ヨーロッパ（ヨー
ロッパ評議会、マックスプランク外国公法・
国際法研究所）、③中国（中国政法大学、国
務院、湖南省政府）、④ウズベキスタン等旧

ソ連諸国という四つの地域について、それぞ
れ担当する研究者を配置して、現地に赴き調
査を行い、｢グローバル空間｣において生成す
る「グローバル行政法」の理論化に取り組む
各地域の研究協力者と萌芽的な共同研究を
進める。その成果に基づいて、ワークショッ
プ、シンポジウムを行い、｢新しい行政法｣の
構築を図る糸口をつかむ。 

 
４．研究成果 
本研究は、「グローバル空間」において、「グ

ローバル行政法」が登場するという新しい法
現象に注目することにより、行政法が国内法
であることを見直し日本の行政法の再構築
の視座とその糸口となる方法論を得ようと
するものであった。 
 ヨーロッパ、アメリカ、アジア地域におけ
る「グローバル行政法」を分析するアプロー
チを調査するために、研究分担者を各地域に
送り、その調査結果を持ち寄って研究会を開
き比較検討した。 
（1） アメリカ: Administrative Law 

Lite として「グローバル行政法」をみるア
プローチについて、行政法整備支援に取り組
む研究者の見解を調査した。司法審査中心の
伝統的なアプローチをとるか、または、行政
の自己拘束を中心とする新しいアプローチ
をとるかが、重要論点となっていることが分
かった。 また、ここでは、法の支配と開発
との関係が行政法整備支援にいかなる影響
を及ぼすかも論点となっており、この点に関
する研究の進化が求められていることが分
かった。 
（2） ヨーロッパ： 「グローバル行政

空間」における「法の支配」のあり方を、グ
ローバル、そして、ヨーロッパというリージ
ョナルなレベルで分析する Max-Plank 
Institute Heidelbergアプローチを中心にし
て、ドイツの研究者の見解を調査した。そこ
では、International Public Authorityとい
う概念を基軸にして、公権力概念の拡大、ソ
フト化、公共性が語られており、国内制定法
中心主義から国際法と協働する行政法への
転換如何が論点であることが分かった。 
（3） 中国： 「グローバル行政空間」

に組み込まれた中国における行政法整備の
動向を、伝統的な行政救済法整備の流れだけ
で な く 、 新 し い Policy making 
accountability の流れについても検討する
ため、とくに後者の潮流に関与する研究者お
よび実務家の見解を調査した。権威主義レジ
ームの自己改革のなかに行政法改革を位置
づけ、政党システムも視野に入れた議論が始
まっており、権威主義レジームの意義と限界
を検討することの重要性が分かった。 

(4) 旧ソ連圏： 中国と異なり、伝統的
な行政救済法整備が進まないなかで、Policy 



 

 

making accountability を実現する行政法改
革の可能性と限界について、研究者と実務家
の見解を調査した。制度の現在の配置のあり
方と経路依存が重要であることが分かった。 

(5) ① 「グローバルな事実上の権力空
間」において、新たに「グローバル行政法」
が登場しつつあることから、「国内法であ
る」ことを見直し行政法の再構築が課題で
あること、②グローバル化によって国内外
を分けた境界が消えて膨張した「事実上の
権力空間」において「新しい行政法」をつ
くる試みが課題であることという新しい状
況を踏まえて、国内行政法と国際法との曖
昧化、多様な組織（国内・国際・超国家的
な行政組織や非政府組織）の相互作用化、
非拘束的な制御の形式の活用等「グローバ
ル行政法」の特徴を明らかにする国際シン
ポジウムを開催した（「法整備支援の研究」
全体会議「法整備支援のためのインタラク
ティブな比較法研究」2012 年 2 月 11 日、
名古屋大学）。①法整備支援のための比較行
政法研究ネットワークの構築、②当該ネット
ワークが行政法情報を継続的に共有する環
境の発展、③欧米諸国のみならずアジア諸国
も含め、行政法支援関係国の行政法を研究す
る専門家のネットワークの構築という本研
究の進化という課題に応えるために、ドナー
諸国およびレシピエント諸国双方における
行政法整備支援に結びついた多様な経験と、
それに基づいた分析を踏まえた新しい比較
行政法研究の構築のための基礎作業、行政法
整備支援と結びついた新しいキャパシティ
ービルディングの構築に向けた国際協力の
あり方について検討する国際セミナーを開
催した。 
セミナーの第一部では、グローバル化に伴

う先進国における新しい行政法規制の手法、
同様にグローバル化にさらされるアジア諸
国の行政法規制の変化、そして、法整備支援
の空間におけるグローバルな行政法の生成
に関する比較研究を行い、第二部では、アジ
ア諸国における行政法のグローバル化に対
応する行政法学者の養成とネットワーク形
成について議論した。 
本セミナーを開催することにより、①冷戦

終結から 20 年を経て登場しつつあるグロー
バル空間におけるグッドガバナンスの確立
に向けた行政法整備支援協力の理論を構築
すること、②大きな変化の中にあるアジア諸
国における行政法情報の継続的収集体制の
構築に向けた手法を開発すること、③アジア
諸国と日本における行政法の次世代の研究
者・実務家のネットワークとその育成のため
の手法の開発することが、議論・検討された。 
 (6)  本研究の研究代表者および研究分
担者が取り組んだ JICA プロジェクトの経験
とグローバル行政法の生成という現象を踏

まえた本研究の遂行によってと、そこから、
日本の行政法にとって、どのような新しい行
政法の姿がみえてくるかが主要な論点であ
ることが明らかになった。 
 それは、第一に、インタラクティブ型であ
り、発信型であり、かつ、複眼型でもある新
しい比較行政法ではないかというパースペ
クティブの形成へと至った。 
 JICA プロジェクトとその経験から始めた
本研究を行うなかで、わたしたちが得た知見
は、次のものである。 
 ① ドナー（日本、ドイツおよびアメリカ）
間には、行政法整備支援を通して、事実上、
協働のネットワークが形成された。 
 ② ドナーは、それぞれの国の行政法をレ
シピエントに発信し、それぞれの「見本」と
して、これを提示した。 
 ③ レシピエントは、これらの「見本」を
受信し、「借鑒」を通した制度設計を自ら行
った。 
 ここには、①「見本」の発信― ②受信 ―
③「借鑒」― ④制度設計― ⑤（将来の）
進化・変化という「プロセス」がある。 

 そして、この「プロセス」のなかで、「見
本」としてそれぞれのドナーが発信する行政
法には、当然、異同があることが分かる。ま
た、諸ドナーとレシピエントが立体的にネッ
トワークを構成する空間が出現している。こ
のネットワークの空間には、①それぞれのド
ナーによる「見本」の発信― ②レシピエン
トの受信という作用がある。その作用は、複
線的で、かつ、双方向で生じている。そして、
レシピエントが「見本」を取捨選択する③「借
鑒」― ④制度設計― ⑤（将来の）進化・
変化という反作用がある。この反作用は、諸
ドナーに対しても発信され、諸ドナーは、そ
れぞれ異なるものとして、これを受信する。
諸ドナー間には、それぞれで受信した諸反作
用を共有するために、情報交換とコミュニケ
ーションの「プロセス」が生まれる。こうし
た立体的なネットワークの空間における複
線的で双方向の作用と反作用を注意深く分
析するとき、次のものがみえてくる。 
 ① 諸ドナーおよびレシピエントが有す
るそれぞれの行政法が、共通してもつことと
なる普遍性 
 ② 特定のドナーとレシピエントだけが
もつこととなる共通性 
 ③ ドナーとレシピエントが有するそれ
ぞれの行政法が独自にもつ固有性 
 本研究の取組みを通して獲得したこうし
た①から③の知見に基づいて、これまでの日
本の比較行政法のあり方を自省的にみるな
らば、そこには、次のような限界があること
もわかってきた。 
 これまでの日本の比較行政法は、もっぱら
先進的な欧米諸国、とくに、伝統的にはドイ



 

 

ツ、そして、戦後はとくにアメリカにおいて
生成・進化・変化した行政法を受信すること
に集中した「ワン・ウエイの比較行政法」で
あった。日本の比較行政法は、欧米の行政法
を受信することで、それらと自らとの間の距
離（後進性）を測った。また、欧米諸国の行
政法とは異なる変化・進化のあり方を明らか
にした。こうしたワン・ウエイのアプローチ
によって、日本の比較行政法は、自らの位置
（発展段階）と独自の変化・進化を確定して
きたのである。そして、先進欧米諸国の行政
法は、日本の行政法にとって、将来の改革へ
むけての「モデル」でもあった。 
 しかし、21世紀、ますます国境を超えて行
政法情報をめぐるコミュニケーションが拡
大し、複線化し、双方向化し、濃密となった
交流を背景にして、急速な展開を遂げ始めた
行政法整備支援の立体的なネットワークの
空間の出現、この空間へのわたしたち日本の
行政法学者の参加とそこでわたしたちが得
た経験、この経験を通してわたしたちが開始
した本研究から得た知見である行政法のア
プローチ、そして、行政法整備支援の空間に
おけるグローバル行政法の登場という現象
に注目する視角からは、日本のこうした伝統
的な比較行政法のアプローチは、間違いなく
その見直しを迫られているという認識に至
った。 
 日本の比較行政法は、従来のワン・ウエイ
の受信型から、インタラクティブな発信型へ
と進化することになるだろう。そして、これ
まで「先進」とされた欧米諸国だけをみてき
た単眼型で単線型の比較行政法には、行政法
が新たに生成・変化・進化し始めた「プロセ
ス」にあるアジアの市場経済移行国や、さら
に、中国、ロシア等 BRICSにも視野を広げた
複眼型の比較行政法へと変化・進化する「パ
ラダイム転換」が生じる可能性さえみえてい
る。 
 (7) ところで、わたしたちの前には、21
世紀、ますます顕著となっている私化された
「公共」というガバナンス空間に向けて膨張
する新しい「諸権力のシステム」の登場、そ
して、このシステムが、「法的に正当な権力」
（de jure power）と事実上の諸権力（de facto 
power ） と の 「 異 種 混 成 シ ス テ ム 」
（heterogeneous system）となって現れると
いう現象もある。そして、この空間において
も、現在、行政法による制約・規律の主眼で
ある「開かれた、答責的、合理的で、公正な
（open, accountable, rational and fair）」
公共的決定を、いかに担保するかという行政
法の新たな空間における生成が課題となっ
ている。 
 したがって、①行政法整備支援の空間をは
じめとするグローバルなガバナンス空間と
同様に、私化された「公共」というガバナン

ス空間においても、行政法による制約・規律
を潜脱することで、答責性・デュープロセ
ス・平等・合理性という民主政の諸規範
（democratic norms）との緊張関係が問題と
なっている。 
 本研究を通して、わたしたちには、この①
および②という二つの新しいガバナンス空
間において、21 世紀の行政法が、「グローバ
ル行政法」や「新しい行政法」へと進化する
必要性が感じられ始めたのである。この取組
みは、グローバル化と私化という今日の行政
現象への対応を試みる行政法の現代的な、し
かし、再帰的な挑戦（reflexive challenge）
であるという見通しをもつにいたったので
ある。 
 20世紀に発展した行政法の「構成要素」の
うち、グローバルな行政や私化した行政にも
適用しやすい部分（情報へのアクセス、透明
性の保障、規範形成過程における告知コメン
トやその他の参加の仕組みの整備など）を先
行させる「軽装備行政法（Administrative 
Law）」として Global Administrative Lawを
まず立ち上げて、しだいに充実させていくこ
とを狙う New York University の「GAL プロ
ジェクト」から、わたしたちが示唆を受ける
ことは多く、同じ問題意識を共有すると考え
るに至ったのである。 
 本研究が得た以上の知見と新たな問題意
識を踏まえると、次のような今後の課題が明
らかとなっている。すなわち、21 世紀、「諸
権力のシステム」を構成する現代の「事実上
の諸権力」（de facto power）に対して、こ
れを「法的に正当な権力」（de jure power）
へと転換するために、行政法はいかなる制御
の手法を用いて対応できるかという問題意
識に基づいて、新しい行政法の可能性を追究
するという課題である。そして、ますます膨
張するグローバルなガバナンス空間、私化さ
れた公共というガバナンス空間、そして、市
場経済移行国の過渡期行政法をめぐってド
ナーとレシピエントが緊密にコミュニケー
ションする行政法整備支援のガバナンス空
間という、現代の三つの新しい空間において
は、共通して、まずは、「軽装備行政法」の
構築が課題となっていることに注目しなけ
ればならないのである。 
 そして、そこでは、「軽装備行政法」とい
う、参加、透明性、説明責任および審査とい
った「行政の自己拘束」に中心をおいた行政
法の新しいアプローチを進化させるという
課題が登場している。本研究に取り組んだわ
たしたちには、この「軽装備行政法」の生成
と、その変化・進化を模索する視角には、上
記の三つの空間において、もう一度、行政法
をつくるという共通した問題意識がある。そ
れは、これまでの「司法中心」の行政法感か
ら離れて、より多面的な透明性・答責性担保



 

 

の手法を「行政の自己拘束」の仕組みを中心
において発展する行政法の構築という展望
でもある。 
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